
 

豊後高田市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金交付要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、保育士が働きやすい環境を整備することにより、保育士の就

業継続及び離職防止を図ることを目的とし、保育士の宿舎を借り上げるための費

用の全部又は一部を予算の範囲内で補助することについて、豊後高田市補助金等

交付規則（平成１７年規則第３７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「保育所等」とは、市内に所在し、次の各号のいずれか

に該当する施設をいう。 

 （１） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３５条

第４項の規定により認可を受けた法第３９条第１項に定める保育所（就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第３条第１項の認定を受けた

施設を除く。） 

 （２） 認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども園 

 （３） 法第３４条の１５第２項の規定により認可を受けた法第６条の３第１０

項に規定する小規模保育事業を行う事業所 

（補助事業者） 

第３条 補助事業者は、私立の保育所等を運営する事業者であって、次の各号のい

ずれにも該当する宿舎に次条に定める補助対象保育士を居住させているものとす

る。 

 （１） 補助事業者が直接借り上げている物件であること。 

 （２） 市内に所在する物件であること。 

 （３） 補助事業者又は補助事業者である法人の役員、職員その他の利害関係者

が所有する物件でないこと。 

 （補助対象保育士） 

第４条 補助対象保育士は、の資格をもった者であって、次の各号のいずれにも該

当するものとする。 

 （１） 補助事業者に雇用されてから５年（６０月）を経過していないこと。 

 （２） 保育業務に従事しており、労働時間が１日６時間以上かつ月２０日以上

常態的に勤務していること。 

 （３） 施設長又は補助事業者である法人の役員でないこと。 

 （４） 豊後高田市に住民票があること。 

  



 

 （補助対象期間等） 

第５条 補助対象とする期間は、毎年４月から翌年の３月までとする。 

２ 補助金の支給は、申請の翌月からとし、１月を単位とし、補助対象保育士が月

の初日から末日まで第３条各号に該当する宿舎に居住している期間とする。 

（補助対象経費等） 

第６条 補助の対象となる経費は、補助対象保育士１名につき次に掲げる月の経費

の合計から本人負担分を除いた額とする。 

 （１） 賃借料 

 （２） 共益費及び管理費 

 （３） その他市長が必要と認める経費 

２ 補助金の額は、前項に定める補助対象経費又は４１，０００円のいずれか少な

い額とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 規則第３条の規定による申請は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を

添えて市長が定める期日までに、市長に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書（様式第１号） 

（２） 収支予算書（様式第２号） 

（３） 雇用契約書 

（４） 保育士負担予定額届出書（様式３号） 

（５） 物件の賃貸借契約書の写し 

（６） 保育士証の写し 

（補助金の交付方法） 

第８条 この補助金は、精算払の方法により交付するものとする。ただし、市長が

必要と認めるときは、概算払の方法により交付することができる。 

（実績報告） 

第９条 規則第11条の規定による実績報告は、補助事業等実績報告書に次に掲げる

書類を添えて、事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30

日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の４月５日のいずれ

か早い期日までに市長に提出しなければならない。 

（１） 事業実績書（様式第４号） 

（２） 収支決算書（様式第５号） 

（３） 雇用契約書 

（４） 保育士負担額確認書（様式第６号） 

（５） 物件の賃貸借契約書の写し 

（６） 物件借り上げに係る経費支払書（領収証等） 

 



   附 則 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

  


